
行政改革の推進体制

基本理念＝坂井市行政改革大綱
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○行政改革推進協議会は今回で第７期目となります。委員の任期は平成３２年３月３１日までです。

○業務内容は、第三次（H29）行政改革大綱実施計画の進捗管理です。

○会議は年２回程度（10月・3月）を予定しています。
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